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第２ 分野別の基本的施策 

１ 就業・所得 

（3）資産形成等の支援 

イ 資産の有効活用のための環境整備 

高齢期に不安なくゆとりある生活を維持していくためには、それぞれの状

況に適した資産の運用と取崩しを含めた資産の有効活用が計画的に行われる

必要がある。このため、それにふさわしい金融商品・サービスの提供の促進

を図る。あわせて、住み替え等により国民の住生活を充実させることで高齢

期の不安が緩和されるよう、住宅資産についても有効に利用できるようにす

る。また、低所得の高齢者世帯に対して、居住用資産を担保に生活資金を貸

し付ける制度として、都道府県社会福祉協議会が実施している不動産担保型

生活資金の貸与制度の活用の促進を図る。 

高齢投資家の保護については、フィナンシャル・ジェロントロジー（金融

老年学）の進展も踏まえ、認知能力の低下等の高齢期に見られる特徴への一

層の対応を図る。 


